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過去と未来の交差点

続・物価変動と建築コスト特集

　今号では、今なお上昇を続ける建設物価について特集をしました。これまで本誌

では、建設物価の上昇に関する記事を何度か掲載していますが、目まぐるしく変化

する社会情勢の影響を受けて、建設物価が変動する要因も変化していることがうか

がえます。

　ここ数年の期間でみれば、コロナ禍からの回復やウクライナ情勢などの影響によ

り建築コストは大きく上昇していますが、直近では日本国内における労務ひっ迫に

よる影響が大きく、工事費上昇を加速させる要因となっております。建築業界に携

わる読者の皆さまもそれぞれの立場でこの建築コスト上昇に伴うさまざまな課題に

直面されていることと思います。

　そこで本特集では、直近の建設市況の実態や課題、対応策などを探るべく、積算

協会会員の中から、発注者、設計者、CM会社、建設会社等に所属し、現業の最前

線でご活躍されている方々にご参加いただき、「物価変動と建築コスト」について、

それぞれの立場における現状や課題について、座談会形式でざっくばらんにお話し

いただきましたので、その内容をご紹介します。座談会では、ご参加いただいた方々

からとても興味深いお話や具体的な内容や率直な意見もご発言いただいています。

読者の皆さまにも共感されるところやご自身と異なる立場の方のご意見など、とて

も参考となり面白い座談会内容となっています。

　また、昨今の建設工事費の変動に関して、多角的な視点で考察された「工事費の

変動に関する一考察」では、これまでの工事費の推移やマクロ・ミクロ的視点の各

動向等から昨今の建設物価を分析されています。こちらの記事もとても興味深い内

容となっていますので、座談会記事とあわせてご一読いただけますと幸いです。

座談会　　建設業界における物価変動の影響と課題

工事費の変動に関する一考察

 　　 ……………………………………………………………………… 株式会社エムズラボ 　橋本真一
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設計者　マンション価格はどこまで上がるので
しょう。
発注者A　マンション所在地にもよるので一概に
は言えませんが、例えば神奈川県のマンションの
販売価格が専有面積当たりの坪単価で400万円前
後という事例も出てきました。
設計者　専有面積あたりの販売価格が坪当たり
400万円ということは、20坪（約66㎡）のマンショ
ンを購入するのに8,000万円必要ということです
ね!? 高額過ぎて驚いてしまいました。
発注者A　都心部では、マンション価格が高くて
も購入される方はいる印象ですが、郊外に行けば
行くほどマンション価格を上げると購入者がつい
ていけない印象があります。
設計者　マンションの物件数は減っているので
しょうか？
発注者A　そうですね。減ってきています。会社
としては、その分、他アセットや海外やリノベー
ションの事業も拡大してきています。
設計者　座談会のテーマが「物価変動」ですが、
昨今の工事費上昇の中でも、意外と進行中のプロ
ジェクトが中断する事例は少なく、数えるほどし
かないという印象ですが、みなさんの周囲での状
況はいかがでしょうか？
CM会社　私が携わっている設計施工一括発注案
件では、設計段階で施工者を含め今後どのように
進めるか協議中のプロジェクトがあります。
　昨今の物価変動は、鋼材を始めとする資材関連
の上昇だけでなく、原油や電気等のエネルギー関
連の上昇もあり、建設物価のみ上昇しているわけ
ではなく、日用品等も含め日本社会全体に影響を
与えている状況でもあります。そのため、建設物
価が上昇していることを理解しない、あるいは対
応しないという発注者は少なくなっているように

司会　今回の座談会では、昨今の物価変動や工事
費の逼迫の状況や対応について、それぞれの立場
から思うこと、課題、悩みについてお話しいただ
きたいと思います。
　最後に、今後について物価の見通しというより
は、それらの課題に対してどう対処するかについ
てもご意見をうかがいたいと思います。

物価変動と工事費上昇の関係
設計者　はじめに、発注者にうかがいたいのです
が、工事費が上昇している昨今の状況への出口対
応として、マンションであれば売値を上げる、オ
フィスであれば賃料を上げるなどの対策を講じて
いるのでしょうか？
　また、入口対策として、用地取得が困難になっ
ているなどの状況もお聞きしたいです。
発注者A　そうですね。おっしゃるように工事費
も上がっていますが、土地代も上がっており、事
業者としても四苦八苦しています。
　すでに土地を買った物件に関しては、工事費が
上がった分、マンションの売値をあげることで利
益を確保している案件もあります。

昨今、建設業界では資材の高騰やエネルギー価格の上昇、さらに人件費の高騰などが建
設工事費に大きな影響を与えています。
積算協会会員の中から、「発注者」・「設計者」・「CM会社」・「建設会社」に所属する方々に
出席いただき、それぞれの立場から現状や課題についてお話ししていただきました。

建設業界における
物価変動の影響と課題

座談会

BSIJ-CPD認定記事 1単位
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工期と工事費の関係
建設会社A　需要と供給がありますね。モノの上
がり方は15％かもしれないけれど、今言われた
ように、職人さんが本当に不足しています。私た
ちが専門工事会社に価格交渉をしても断られるこ
とは結構あります。
　それで建設会社の営業マンは結構苦慮していま
す。見積もるときも、職人さんがつかまらないか
ら、我々が専門工事会社に見積もりを出しても交
渉が進まないことがあるし、請け負うなら労務費
をこれまでの2倍、3倍出してくれないとやりま
せん、という感じです。
　我々建設会社が工事を請け負ったら、専門工事
会社と見積もりした金額が出せるように事業主か
らお金をいただくことになります。だから余計に
金額が上がってしまいます。
　お金の問題に加えて工期の問題があります。事
業主は、工期を守る会社を選ぶか、予算を守る会
社を選ぶか、2者から選択されていると思います。
工期が納まるけれどお金が高い建設会社、お金は
安いけれど工期が長い建設会社とか。そういうと
ころで事業主も大変だと思います。

思います。そうでなければプロジェクトが進捗し
ないため、何らかの対応策が必要となります。例
えば、物価上昇分を減額案を採用することで相殺
したり、また工事価格を施工者と交渉することも
あるでしょう。 
　特に最近感じているのですが、資機材や労務の
みの上昇だけではないところで工事費が上がって
きているのではないかと感じることがあります。
つまり、予定の工事工程通りに進めるために工事
現場職人を確保すべく、取り合うことで価格が跳
ね上がっているように思います。職人の逼迫具合
については、建設会社が一番実感していると思い
ます。
　建設会社と各専門工事会社が価格交渉しても、
専門工事会社が提示する額に対して建設会社がす
でに請け負った金額になかなか納まらない。専門
工事会社の工事引き合いが多いため、より高い金
額で契約してくれる建設会社を選別できる状況に
あり、価格がどんどん上昇していきます。建設会
社としても指定工期内に工事を完了させなければ
ならないため、高くても専門工事会社へ発注せざ
るを得ず、資材等の物価変動と合わせると大きな
上昇率となってしまいます。そこで発注者へ物価
上昇分の請求を相談する訳です。
　そうなると物価変動として公的資料等の情報を
基に我々が認識している上昇率と、さらに乖離し
た金額になります。ここが発注者も我々も、明確
な根拠をもって確認できていないところだと思い
ます。
　このことによって、価格交渉の折り合いがつか
ない理由になっているのではないでしょうか。プ
ロジェクトが中断または大きく計画変更を余儀な
くされる案件も出てきています。
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う。いずれにしても工事費に必要となる労務費全
体は高くなるものでしょうか？
建設会社A　そうですね。上がると思います。
CM会社　それは工事費に反映されるでしょう
か。例えば4週8閉所で工程を組みなさいとなる
と、これまでより工期が長くなるし、労務費も増
えます。
建設会社A　仮設や重機のリース費もさらにかか
ります。
CM会社　しかし、発注者が指定した工期が変わ
らないとすると、工事費は上がりますか？
司会　発注者から見ると、工期は事業計画的に、
この日から収益化しなくてはいけないという日が

設計者　工期が長期化すれば、それに応じて工事
費も高くなると考えてよいでしょうか？
建設会社A　基本的には工期が長いと工事費は高
くなりますが、高度な仕事なので時間がかかりま
す。短くすれば安くなりますが、そうはできない
事情もあります。建物面積から金額がおおよそ出
ますが、工期が適正かや、4週8閉所

＊ 1

という問題
も出てきます。
CM会社　残業時間についても来年から罰則付き
の規定

＊ 2

が適用されます。そうすると、どうしても
工事の日数が増え、加えて4週8閉所となると工
期が延びます。工期を延ばすことができない場合
には、職人の投入量を多くする必要があるでしょ

＊1　4週8閉所：「4週間のうち休日が6日ある」働き方を指
します。 4週6休の場合、例えば「毎週日曜日と隔週土曜日が
休み」「毎週固定の曜日と隔週で別の曜日が休み」など、会社の
規則によって休日が異なります。

＊2　残業時間：建設業では、2024年4月1日から罰則付きの
時間外労働の上限規制が適用されます。 上限規制の時間は月
45時間、年360時間です。
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つあります。その都市では4月頃に着工して年内
に上棟して年度末に引き渡し。このような1年間
の仕事の流れがその都市の慣例としてあります。
そこでの職人の動きも決まっています。
　そこに大きな再開発が動き出すと、職人が全部
そっちに取られていきます。工期に合わせようと
すると、他の都市から職人の応援を呼ぶしかなく
なり、労務単価が倍になってしまいます。
　会社もそこまで労務の不足状況が逼迫している
とは把握できていなくて、収益面で非常に厳しい
ものとなりました。
司会　さっき話したまさに価格変動とは違うとこ
ろですね。

ありますね。工期はそのままでイニシャルコスト
が上がったときに、収益化する日程が大事なのか、
工期を延ばして収益化する日を延ばしてでもイニ
シャルコストをずらしたくないのか、そのあたり
どうなっているでしょう。
発注者B　収益が発生する日を守ります。当社の
場合は、工事費が上がった分は会社の利益率を下
げて対応することになります。
発注者A　当社は、お客様に引き渡せる年度を重
視しており、それはゼネコンさんから引き渡され
る年月日が影響してきます。会社として年度の売
上目標があり、それを守るために工期を管理して
いきます。そのため3月から4月の変更は大きな
ことですが、4月から5月の変更は、良いことで
はないですが大きなことでないと思います。
建設会社A　工事する方もこの年度内で、職人を
どこにどう投入するかを考えます。年度境のとこ
ろで安くなることもあるし、高くなる場合があり
ます。

物価変動以外の要因
建設会社B　先ほど話が出た物価変動と違う要因
について。当社で体験したことが地方の都市で1
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建設会社B　新聞で、「どこでどういう工事がはじ
まった」などの記事を目にしますが、実は数年前
からその余波が出てきて、それが地域の単価の差
として出てきます。でもそのことはお客様に分
かってもらえなくて、請け負けの仕事も出てきま
す。
建設会社A　来年開催の万博では海外のパビリオ
ン建設が遅れています。資材高騰や人材不足で国
内の建設会社との契約が進んでいません。万博の
仕事に協力するようにと我々建設会社に指導が
入っている状態です。
司会　それに対する打開策はないのでしょうか。
費用面でいくと為替のからみで日本は今すごく安
い。海外の人から見る日本はお得感満載なのでは
ないでしょうか。
建設会社A　だから若い人が同じ労働をするなら
海外に行った方がいいとなるのでしょう。
司会　ゼネコンの労働力が足りないという問題で
人
にん

工
く

単価が上がっていると聞きますが、DX（デジ

建設会社B　関東エリア、関西エリアもそうです
が、今、PCaの単価がものすごく上がっています。
都内での再開発や、関西では万博が控えているの
でゼネコンがPCaメーカーを仮押さえしていま
す。だから以前の単価と全然違います。そういっ
た要因も市況単価とは違うところで出てきていま
す。
司会　調達側の事情もあるということですね。

日本建設業連合会「建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」より抜粋
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もりを提示しているのでしょうか？
建設会社B　もちろんリスクを低減するために高
めに見積もりを提示したいのですが、そうすると
今度は競争で勝てなくなります。
　また、ゼネコンによっても方針や対応も異なる
と思います。一旦受注してからしたたかに増額要
求していこうするゼネコンと、物価上昇やゼネコ
ンが負うリスクを見込んだ見積もりを提示するゼ
ネコンなど、会社によって違うでしょう。
CM会社　発注者の方で事業費を組まれていたわ
けですから、それを今の物価変動で見直して計画
しなおすことは、まだまだ厳しいですか。
発注者A　厳しいですね。土地を購入するときか
ら工事費を予測していますが、その予測値よりも
ゼネコンからもらう見積の方が高いケースが多い
ので、その時点で一度見直しをしています。
CM会社　請負契約をしてからは、契約約款で条
件が記載されているので金額変更することが難し
いのですね。では、請負契約までにおける計画中
の段階において、物価が上昇した場合の予算見直
しはあるのでしょうか。
発注者A　そこは見直しするケースもあります。
請負契約までに物価上昇等を踏まえ調整する場合
もあります。

人手不足から見えてくること
司会　専門工事会社の職人不足の話がありまし
た。建設会社でも人員不足の状況でしょうか。
建設会社A　足りないので若い人を入れたいとい

タル・トランスフォーメーション）推進の記事もよ
く見ます。今後の見通しは、人がいなくても建て
られるところまでいけば、建設需要が多い場合に
おいてもゼネコンも対応しやすくなるでしょうか。
建設会社B　正直なところ、現実はまだ途上段階
だと思っています。
CM会社　あるゼネコンは、人員配置や工程管理
のシステムにはすでに導入していて、ある程度合
理化しているとは聞いています。実際のモノをつ
くるのはまだでしょうか。
建設会社A　重機の遠隔操作は当社でもやってい
ます。土木と建築両方やっていますが、土木の方
がDXが進んでいます。震災地域で人が入ってい
けないところに行ったり。
　他の建設会社に聞くと、遠隔で操作する場所が
あって複数の物件を管理しているところもあるよ
うです。でも、それが建設コストに反映できてい
るかというと、そこまでは……。

請負契約、契約、引き渡し
司会　次に、契約後、引き渡しまでに工事費など
が値上がりをした場合についてお聞きしたいと思
います。公共では「スライド条項

＊ 3

」がありますが、
民間の発注者ではどうなるでしょうか。
建設会社B　民間の発注者の場合、請負契約を締
結したら、よほどのことが無い限り金額の変更は
無理です。
建設会社A　私たちも発注者へ相談することがあ
りますが、なかなかハードルは高く難しい状況で
す。
設計者　発注者によっては独自の工事請負契約約
款を用いて契約後の物価上昇を認めない契約を締
結している場合もあるため、契約締結後の物価上
昇は、なかなか認められないのが現状ではないで
しょうか。
建設会社B　ここ数年のゼネコンの決算を見てい
ただければ、どれくらい苦労をしているか分かっ
ていただけると思います。
司会　物価が上昇傾向にある昨今のような状況に
おいて、ゼネコンはリスクを見込んで高めに見積

＊3　スライド条項：工事の契約締結後に賃金水準または物価
水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、建設工事
請負契約書第25条（いわゆるスライド条項）に基づき、請負代
金額の変更を請求することができます。
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の方にも転職される方がいます。

それぞれの対応策
司会　これまでみなさんの市況感をお話しいただ
きました。物価変動で対応していること、発注者
としては計画を見直すこともあるでしょうし、建
設会社では協力会社を確保するために先に手を
打ったり、上昇分を見込んで発注者に提示するな
ど。設計・CMにすれば、上昇分を見込んで予備
費を見た方がよいのではと発注者に提案するな
ど。これからプロジェクトが進むうえで対応して
いることはありますか。
発注者A　当社は、土地を取得する際に当然に工
事費の見立もしますが、土地の取得時から、建設
会社の選定時・請負時までに数カ月から数年の期
間が空くことが多く、その間に物価上昇の煽りを
受け、土地を取得した時の工事費の見立てでは不
足してしまうことが出てきています。それを防ぐ
ために、工事費の見立を土地取得時から意図的に
上げていることがあります。工事費が上がった分、
売値を上げないと土地代を出せない（土地を取得
できない）ことになりますが、売値にも限界があ

うことはありますが、現状では取り合いになって
います。
CM会社　最近では、設計・施工一括型で発注す
るケースも増えているので、ゼネコン設計者も現
場管理者も不足しているようです。とはいえ、建
設業界では需給に左右される側面も大きいため、
むやみに規模を拡大する動きもそれほど見受けら
れません。でも実際には人手不足等に対応してい
かなければならないです。
建設会社A　当社でも人員補強予定もしています
が、思うように補強できていないですね。
　それから私は会社を評価するには利益率が大事
だと思っていますが、業界では売上高で評価され
る側面もあると思います。
司会　雑誌でも売上高ランキングが掲載されてい
ます。
建設会社A　だから経営者も売上を見ざるを得な
いです。
建設会社B　当社で売上が増えているのは、Ｍ＆
Ａ等によるものが大きいです。私の設計部署では
むしろ減ってきているぐらいです。人材を育てて
も途中でやめてしまうケースもあります。工事関
連部署でも転職される方もいます。デベロッパー
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ちろん必要な作業と考えます。

今後の見通し
司会　今、オフィスも商業施設も床面積が増えて
いますが、需要がそれだけあるということでしょ
うか。立地がよければ、移転されることもあると
思いますが、全体数として同じようにも思いま
す。また、オフィス内のフリーアドレス化等によ
り必要とされる床面積が減少する要素もありそう
です。
発注者B　当社の場合は、そのあたりに伸びしろ
がないと判断しているので、積極的な海外展開も
視野にいれています。
CM会社　発注者と設計者・ゼネコンとは、そこ
の意識の持ち方が少し違うかもしれませんね。設
計者は設計業務、ゼネコンは工事に注力しなけれ
ばなりません。発注者は常に新しい仕事を考えな
いといけないですが、むやみに建物をつくるだけ
という訳にはいかないようですね。
発注者B　今、ストック（改修・修繕）の方も利
益は少ないですが、全力で取り組むように進めて
います。
司会　施工者側はどうでしょう。
建設会社A　物価上昇しているので設計者も事業
所も困っています。先ほど話が出ましたが、契約
より前の内定の段階で、事業主や設計事務所の方
と話をして、どれだけ協力してできるか。この作
業がとても多く、重要です。
　VE

＊4

（バリューエンジニアリング）を考え得るか
ぎり出して検討したり、設計変更をしていただく
とか。構造形式を変えると設計期間が延びて引き
渡しも延びるけれどそれでも検討していただけな
いかとか……。結構細かく、いろんなバリエーショ
ンを出すので、単純に図面を見て見積もることだ
けではやっていけません。だから社内の若手に対
して、事業者や設計者と同等に話ができないと、
ビジネスにならないと話しています。
　積算の方もそうですが、一緒に仕事をしていた
だいている方で、長けている人と劣っている人が
いらっしゃいます。長けていないと置いて行かれ

ります。
CM会社　最後に売値を上げるにしても、その地
域の相場があると思います。事業計画のときに、
まず収支が合うか判断しなくてはいけないです
ね。だから最後にむやみに上げられるわけではな
いでしょう。すると計画段階からある程度上昇分
を見込んでいるのでしょうか。
発注者A　土地購入時に売値も見立てています
が、販売時に上げられるかは、ケースバイケース
であると思います。
発注者B　当社も土地を購入するときは着工時期
を見越して、上昇分を社内の積算が出した額で検
討します。ただ、実際の額がそれを越えています。
　材料に関しては高止まりになっていますが、労
務費は今後も上がっていくという見通しで試算し
ています。
司会　設計の立場ではどうでしょうか。
設計者　やはり物価上昇局面にある現状を、丁寧
にご説明するしかないのが実情です。当社独自で
作成している工事費指数のグラフを用いて、なる
べく予備費を確保していただくようお願いしてい
ます。
司会　発注者に対して予算を増額してください
と。
設計者　説明したときに、「こんなに高いと社内を
通せない」とお叱りを頂戴することもあります。
逆に現状の予算でできるのはここまでですと説明
して、「それよりもよくしたいのであれば予算を増
額してください」というスタンダードな手法しか
ありません。
CM会社　現状では設計期間中にも工事費が上昇
しています。当初はこの予算でできると想定して
いたものが、物価上昇によって同じ仕様でも予算
を超過することもあります。その場合は追加予算
を見込んでいただくようにされますか？
設計者　予備的な費用を見込まれている発注者も
いらっしゃいますが、それでも追いつかない場合
もあります。
CM会社　設計を進捗させながらも、減額案につ
いても検討していかないといけない状況ですね。
設計者　減額案の検討は、予算を守るためにはも

＊4　VE：品質や機能を維持したままコストを削減。
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建設会社A　公共ではECI方式
＊ 5

とか早めに決める
ようなことがあります。
　各プレーヤーが自分の力を発揮できるか。同じ
分野のメンバーから呼ばれるようにしないいけな
いと思います。
発注者A　発注者としても、現状のコストを理解
するために、施工者・設計者と寄り添う必要があ
ると思っています。施工者・設計者任せにせず、
いち早くコストを理解することで、発注者として
できる選択も増えるのかと思います。
司会　個人的な意見ですが、建設業界が活況にな
ることは望ましいことですし、建設業界に携わる
人たちが適正な賃金で働くことができる環境は整
えていかなければならないと感じています。
　今日は率直にお話しいただきありがとうござい
ました。

ます。
　それといろんな引き出しを持っていないと、コ
ストを上げるにしても下げるにしても、設備も工
期のことも知っておかなくてはいけない。手が抜
けません。
司会　再度見積をして値段が上がりましたと伝え
るだけでは……。
建設会社A　それだけでは仕事にならないでしょ
う。みなさんそうだと思います。だから設計の方
も設計して終わりではなくて、コスト意識がない
といけないでしょう。誰がいつ、なんの根拠で建
てたかが定まっていないと、そのプロジェクトは
うまくいかないでしょう。
CM会社　そう思います。設計者でもCMの立場
でもそうですが、いきなり物価変動で見積もりが
高くなることを避けたいです。
　つまり見積もるタイミングだけでプロジェクト
を動かしていたら、急にVE変更や減額をしなく
てはいけないなど、急遽対応しなくてよいように
していきたい。そのためには定期的に現状がどう
なっているということを事業主に報告していく必
要があります。そうして急激な対応にならないよ
うに、徐々にVEを先行して検討しはじめましょ
うとか、ここだけは守りたいから違う項目で減額
を見直しましょうとか、そういうことで先行して
いく。今の市況を発注者に理解していただきつつ、
お互いの価値観が急にずれたりしないように先行
して対応していくことが必要でしょう。

＊5　ECI方式：発注者と施工者は実施設計後に価格交渉を行っ
た上で合意に至れば工事契約を結ぶ方式
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１．はじめに

　コロナ禍やウクライナ情勢、ウッドショック、
自然災害など、近年は予期せぬ要因の影響も受け、
建築工事費の変動が大きくなり、わが国の建築市
場や社会経済に影響を及ぼしている。
　建築の生産活動を経済学の観点から考えるとマ
クロとミクロの視点に分けられる。マクロ的には
国全体の投資や消費、ミクロ的には個人や企業の
個別経済主体の活動が対象となり、建築積算で算
定する工事費は、ミクロ的な領域でありながらも
最終的には国全体の建築市場を形成する情報に結
びついている。そして経済的規模を決定づける工
事費は、多種多様な変動要因の影響を受ける。
　本稿ではこのような背景や観点を踏まえ、現在
の建築工事費の変動を俯瞰した考察を記す。

２．工事費のマクロ的な動向

　まず、現在に至る工事費に関連する諸情報を
マクロ的に見てみる。図1～3は「建築着工統計」

（国土交通省）から作成した全国の構造別着工床
面積と工事費予定額、及び工事費単価の推移を
示す注1）。
　1990年頃のバブル経済期までは床面積や工事
費予定額は増加、その後は減少したが2011年の
東日本大震災以降は床面積の減少は緩やかになり
工事費予定額は横ばいから微増している。工事費
予定額を床面積で除した単価（以下“工事費単価”
という）を見ると、RC造やSRC造はバブル期の
1991年まで上昇しその後大きく下落、2006年頃
から再び上昇に転じ、リーマンショックで一時下
落したが現在まで上昇傾向にある。一方、S造や
W造はRC造と比較して変動は少なく、バブル期
以降は横ばい、2008年以降は再び上昇傾向にあ
る。このように変動傾向には構造別の違いが見ら
れる。

　ここで注意しなければならないのが工事費単価
である。個別性の強い建築は構造だけではなく、
用途や地域などによる設計仕様で工事費が異なる
ため、市況だけでは工事費単価は判断できない。
そのためには具体的な用途構造で変動傾向を見る
必要がある。

（公社）日本建築積算協会 理事 会員委員長
株式会社エムズラボ 代表取締役

橋本 真一

工事費の変動に関する一考察
BSIJ-CPD認定記事 1単位

図1　着工床面積の推移

S造

S造

S造

SRC造

SRC造

SRC造

RC造

RC造

RC造

W造

W造

W造

図3　工事費単価の推移

図2　工事予定額の推移
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　図4は供給量の多い東京、神奈川、愛知、大阪
及び全国に関する2011年以降の工事費単価の推
移である。単価水準に差異が見られるが、変動傾
向は類似していることが分かる。
　図5は東京の棟数、床面積、工事費予定額、工
事費単価を指数化したものである。棟数と床面積
は2017年頃までは同じ傾向で下落したが、棟数
はその後横ばいから増加、床面積は2019年まで
下落してから増加しており、一棟当たりの平均規
模は小さくなっている。一方、工事費予定額の変
動傾向は2015年に床面積と大きく乖離し、工事
費単価の水準は上昇。2011年と比較すると2022
年は約1.5倍の水準に達している。工事費単価の
変動傾向は愛知や大阪でも同様であり、棟数や床
面積による需給とは一致せずに上昇している。

４．工事費のミクロ的な動向

　では、工事費の原価的要因との関係はどうなっ
ているか。図6は「建築着工統計」の工事費単価
と各種公表資料との比較指数である。比較に用い
たのは、契約価格（プライス）の傾向を示す「JBCI」

（建設物価調査会）注2）、建築主の工事費予定額の
動向を示す「建築着工統計」の工事費単価、工事
原価の動向を示す「建築費指数」（建設物価調査
会）、資材価格の動向を示す「建設資材物価指数」

（建設物価調査会）、建設業従事者の賃金水準を示
す「毎月勤労統計」（東京都）である。「JBCI」と「建

３．RC造マンションの動向

　「建築着工統計」は建築確認申請を要する建物
の悉皆調査であり、公表されている数値は合計値
であるため大規模な建物の影響を受ける。そのた
め、本稿では規模に関わらず、標準的な科目で工
事費が構成されているRC造住宅（マンション）に
着目して最近の動向を確認した。

東京

単価

工事費

棟数

床面積

神奈川

全国

愛知

大阪

図4　工事費単価の推移（RC造住宅）

図5　着工統計情報の推移（RC造住宅：東京）2011年＝100

図6　工事費関連情報の比較（RC造住宅：東京）2011年＝100

RC・Pca
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　図7を見ると2022年5月までは床面積と工事
予定額は一致した変動傾向にあり工事費単価もほ
ぼ横ばいで推移していたが、2022年6月以降は
工事費予定額が上振れし、工事費単価も上昇して
いる傾向にある。図8からは2022年3月以降は
工事費単価と工事原価との変動に乖離が見られ、
そのような傾向から工事費予定額にも原価上昇分
が転嫁されたように読み取れる。その結果、コス
トとプライスの乖離は少なくなることが考えられ
る。なお、工事原価は2022年12月以降上昇傾向
が緩やかになっている。

５．科目別指数の動向

　積算業務で科目や種目に集計された工事費は、
それぞれの部位や設備の品質に応じた適切な費用
を確保するためにも重要となる。「建築着工統計」
では種目や科目に応じた価格動向は把握できない
ため、本稿では引き続きRC造集合住宅に着目し、

「建築費指数」（建設物価調査会）を用いて直近の
科目動向を確認した。図9に種目別指数、図10
に建築関連科目指数、図11に設備関連科目指数
の推移を示す。
　図9の種目別指数からは各種目工事費が、コロ
ナ禍で遅延した工事再開以降の2021年5月頃か
ら高騰していることが分かる。
　図10の建築関連科目指数では、躯体がコロナ
禍当初は下落したが、2021年1月から上昇、仕上
げはコロナ禍前から緩やかな上昇傾向が覗える。
2021年5月以降は、資材価格や施工費の上昇に
伴い全ての科目指数が軒並み上昇している。特に
躯体と仕上げの上昇は著しい。
　設備関連の科目は建築関連と比較してかつて
は変動傾向は緩やかであったが、図11からは電
気は2020年9月、衛生は2021年1月、空調は
2022年5月頃から上昇し、直近の2023年6月に
は衛生と空調が一気に上昇している。各科目の価
格変動が総合的にどの程度種目に寄与しているの
かは、種目別の指数で確認することができるが、
積算業務を行う上でも、算定結果と直近の原価動
向を意識することが重要である。

築着工統計」の工事費単価は類似した変動傾向に
あり、工事費単価はプライスに近い価格水準を示
していることが分かる。2001年から2006年まで
は契約価格も原価関連の情報も近似した傾向で推
移していたが、リーマンショック前は北京オリン
ピックなどの海外市場の影響などもありプライ
スは上昇、リーマンショック後は全体的に下落。
2011年以降は震災復興や東京オリンピックなど
の影響もあり、再びプライスは上昇した。資材や
労務、及び工事原価も上昇しているが、プライス
の上昇傾向とは乖離しており、建築の市場は完全
に売り手市場となっている。コロナ禍やウッド
ショックが発生した2020年以降は資材価格が急
騰しているが、労務費はさほど上昇していないよ
うに見える。
　図6でみる限り実際の契約には、原価変動より
も大きな費用を要することが覗えるが、2020年
以降は原価的費用も高騰しており月次の動向も注
視する必要がある。
　図7は2019年以降の建築着工統計関連の情報
の3カ月移動平均注3）、図8は図7の工事費単価と
建築費指数の工事原価との比較を示す。

図7　建築着工統計情報の比較
　（RC造住宅：東京）2019年3月＝100

図8　工事費単価と工事原価の比較
　（RC造住宅：東京）2019年3月＝100

工事費

工事原価

工事費単価

床面積

単価
棟数
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６．建設資材の動向

　建設資材価格の動向は各工事費の原価に直接寄
与する。主要資材価格の月次動向や先行きの見通
しは（一財）建設物価調査会や（一財）経済調査会
のホームページで毎月公表されているので、実務
の参考になる。
　図12は、建設物価調査会が公表している2023
年7月10日現在の主要資材価格の動向を示した
グラフである。コロナ禍で停滞していた工事が再
開された2020年後半から様々な資材の価格が上
昇していることが分かる。2022年半ばから多く
の資材価格は横ばい傾向に転じているが、直近で
は原油相場による輸送コストの影響もあり、軽油
や生コン、電線などの資材に上昇の兆しがある。

７．建築工事細目の動向

　資材価格と同様に主要工事費細目の動向も各調
査会で公表されている。
　図13は、建設物価調査会が公表している2023
年6月調査の主要工事費細目の動向を示したグラ
フである。資材価格の上昇時期より少し遅れて
2022年前半から多くの工事費が上昇傾向にあり、
直近では鉄筋組立や型枠、空調ダクトなどの工事
費が上昇して種目工事費に影響を与えていること
が分かる。各工事とも労働者確保に伴う人件費上
昇が大きく関係しており、この傾向は当面継続す
る見込みと思われる。

図9　種目別工事費指数の推移　
　（RC造住宅：東京）2015年＝100

図12　主要資材価格動向（東京）　出典：建設物価調査会

図10　建築関連科目指数の推移　
　（RC造住宅：東京）2015年＝100

図11　設備関連科目指数の推移　
　（RC造住宅：東京）2015年＝100
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者の大きな業務となる。海外のQSの業務は積算
（Estimate）だけではなく、評価（Evaluate）も含
まれ、かつその業務範囲は建築のライフサイクル
全般のマネジメントに拡大している。
　今後も大きく変動する可能性がある工事費を適
切に積算、評価するためにも、幅広い領域に応じ
た技術開発と人材育成が求められる。

注1）コンクリートブロック造とその他の分類は金額が少
ないため除外した。

注2）JBCI（ジャパン･ビルディング･コスト･インフォメー
ション）は契約価格の内訳科目を用途別に統計分析した
情報であり、用途や規模に応じた単価情報をインター
ネットで提供している。

注3）建築着工統計の月次情報は変動が大きいため本稿で
は3カ月の移動平均で傾向を確認した。

８．まとめ

　建築は個別性が強く、かつ社会経済の影響も受
けるため工事費のコストやプライス、原価などは
常に変動する。マクロ的には供給する床面積や工
事費予定額の変動で市場規模を把握することがで
き、高度経済成長期からバブル経済崩壊、デフ
レ、リーマンショック、東日本大震災、コロナ禍
など様々な時代背景の影響も受けて工事費単価は
大きく変動している。しかし、同時に建築の機能
や性能は大きく進化していることを忘れてはなら
ない。現在の市況を踏まえ最新の品質や性能を確
保した工事を実現するには、適切な工事費を推計
する積算技術が益々重要性を帯びてくる。
　工事費の見通しに関しては、ウクライナ情勢な
どのグローバル的な経済動向や建設市場の働き方
改革、労働者賃金の見直しなどの影響を考えると、
労働生産性の向上がない限りは、現在の水準から
下落することは考えにくい。
　また、現在はストックの時代でありフローを主
体とした情報だけでは真実の建築市場を語ること
はできない。建築は造ることが目的ではなく、発
注者や投資家のニーズに応じて使用することが目
的と考える。したがって、新築時の積算と並行
して改修積算の技術開発も重要であり、かつ使
用期間中の建築の原価的価値評価もコスト管理

図13　建築工事費主要細目動向（東京）　出典：建設物価調査会
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BSIJ-CPD認定記事 1単位

「ＡＩ」と法律実務

廣江 信行（ひろえ のぶゆき）

廣江綜合法律事務所　代表弁護士
（公社）日本建築積算協会 顧問弁護士

廣江 信行

1　はじめに

　昨年くらいから、ChatGPTをはじめとする生成AI
が毎日のごとくニュース等で取り上げられており、こ
ういうツールを駆使しないと時代に取り残されるとい
う恐怖に打ち震える日々が続いているかと思います。
　顧問先から、ChatGPT等の生成AIの導入にあたり
法的規制ついての相談があるかと思っていたのですが、
残念ながらまだ具体的な相談はなく、雑談の中では少
し登場するようになってきた段階です。ただ、いずれ
にせよ弁護士としてもう少しは研究をしないといけな
い段階に至っている状況です。
　建設業界を見ると、建築メディア「新建築」が情報
提供サービスに試験的利用を開始したり、大手ゼネコ
ンでも積極的に導入する会社もあれば、利用を禁止し
ている会社、方針を示していない会社など判断が分か
れている状況です。
　いまのところ、業務利用について方針を示していな
い会社もありますし、対応を留保している方々も多い
ので、生成AIの導入と法的問題点についてまとめた
いと思います。

2　生成AIについて

　生成AIはデータのパターンや関係を学習し、新し
いコンテンツを生成することを目的としたAIであり、
決められた行為の自動化という機能を有する従来の
AIとはやや性質が異なるものであるといえます。
　生成AIについては、マスメディアでは「革命的であ
る」とか、「新たなステージが到来した」とか盛り上がっ
ていますが、協会の皆様がご存知のとおり、いままで
何度もAIブームが到来しては、衰退しており、冷静
な眼差しで判断するのが良いかとも思えます。
　私も1990年に発売されたファミコン版「ドラゴン
クエストⅣ導かれし者たち」に「AI戦闘」が導入され
たときの驚きと比べると今回の生成AIのインパクト
は大したことがないというのが正直な感想です。

第 12 回建築・不動産の法律トピック
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　このような感じですが、日経クロストレンド
「ChatGPT＆生成AI最強仕事術」などを参考にして、
業務の効率化に役立つかを検証したり、クライアント
の業務にどう取り込まれているのか観察したり、予想
するために理解を深める程度はやっておくべきかと考
えて、使用してみることにしました。

3　実際に使用したツール

　 実 際 に、 試 験 的 に 使 用 し た の は、 主 と し て
ChatGPT、Bard、Bingですが、やはり業務で使用す
ることは非常に難しかったです。法的知識は正確か
つ最新の情報が必要ですし、情報相互間の構造・関
連性が重要ですが、これらはほとんど対応できてい
ない状況でした。
　また、あとに述べます個人情報、機密情報の問題
がありますので、業務における書類作成などにはそ
もそも使ってはならない場合が多すぎるので、その
意味で業務改善に役立てるのはかなり難しかったで
す。
　お礼状とか、法律と関係のない書類作成には役立
ちますが、生成AIが作成したお礼状は、そもそもお
礼状としての意味が全くないのではないかという疑
問を持ちました。
　他には、「ChatGPT＆生成AI最強仕事術」に「AIツー
ル100」という特集があり、役立つAIツールが文字
通り100個紹介されていたので、業務で使用できそ
うなものを試してみました。
　全部紹介するのは誌面の都合上難しいですが、

「ChatPDF」というツールは、PDFを読み込ませると
内容を要約し、質問を入力するとPDFの内容に基づ
き回答してくれるというなんだか非常に役に立ちそ
うなものでした。また、英語論文を日本語に翻訳し
たうえで、要約することも可能なので、そういう業
務がある方にはきっと役立つと思います。
　試しに医療過誤訴訟のために収集した医学論文を
読み込ませてみたところ、日本語でも読み込みがで
きて、要約してくれました。ただ、要約というのは、
そもそも論文のまとめ部分を抽出しただけでしたし、
質問に回答するのも難しいようでした。　　
　少し話は逸れますが、AI契約書レビューツールも
多数開発されているので、導入を試みているのです
が、現状では弁護士に相談を要するようなレベルに
は全く対応できず、弁護士業務で使用しても、誤字

脱字チェックでしか有効性はなかったです。
　特に建築分野ですが、通常の請負契約自体は、約
款が用いられていますし、大型プロジェクトに関連
する契約書ですと、契約書本体が数百ページにわた
るものや、要求水準書とか設計図書その他関連資料
を検討しなければ、契約書のレビューができないわ
けですが、これらに対応する機能を有するものはあ
りませんでした。
　また、英文契約書のレビューをしてくれるツール
もありますが、準拠法がアジア法のものがなく、そ
の意味ではまだまだ実務に使用しにくい状況です。
　他方、弁護士業務ではなく、通常の取引であれば、
テンプレート的な契約書を作成し、チェックするの
であれば効率的なのかも知れません。
　比較的大きな会社であれば、法務部内での情報共
有をするのに使用できそうなツールではありました
が、法律事務所ではまだまだ普及は先になりそうです。
　契約書レビューツール会社の営業担当者に「コスト
パフォーマンスが悪くて導入しにくい」という話をし
たところ、各社とも料金プランを見直したり、新機
能の開発を行っているようですので、おそらく他の
法律事務所からも同様の感想が寄せられていること
だろうと推察されます。
　もう少し料金が安くなり、有効な機能が搭載され
たところで正式に導入をすることにしたいと考えて
おります。

4　生成AIの導入に関連する法的問題について

　生成AIを業務に導入する際に注意すべき法律は、
主として（a）個人情報保護法、（b）著作権法ですが、（c）
他にも取引先と締結している契約書などに基づく秘密
保持義務が問題となります。
　協会の皆様ですと、個人情報を預かることはあまり
ないかも知れませんが、設計図書などは（b）の著作物
に該当する場合がありますし、発注者から提供された
情報が（c）の秘密保持義務の対象になることがありえ
ます。公共工事ですと、秘密保持に関する誓約書を提
出することもありますので、十分注意が必要になります。
　法律事務所の場合では個人のクライアントであれば
特に（a）と（b）に注意を要することになります。

（1）個人情報保護について
　（a）との関連では、個人情報保護委員会（個人情報

第 12 回建築・不動産の法律トピック
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の保護に関する法律に基づき設置された合議制の機
関）は、令和５年６月に名指しでChatGPTを開発し
たOpenAI社に対して注意喚起を行い、「生成AIサー
ビスの利用に関する注意喚起等」という文書を発表
し、以下の注意喚起を行っています（行政機関向けの
ものは省略しています）。

【個人情報取扱事業者における注意点】
① 個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報
を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当
該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内
であることを十分に確認すること。
② 個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を
得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプ
ロンプトを入力し、当該個人データが当該プロンプト
に対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場
合、当該個人情報取扱事業者は個人情報保護法の規定
に違反することとなる可能性がある。そのため、この
ようなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成
AIサービスを提供する事業者が、当該個人データを
機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること。

【一般の利用者における留意点】
① 生成AIサービスでは、入力された個人情報が、生
成AIの機械学習に利用されることがあり、他の情報
と統計的に結びついた上で、また、正確又は不正確な
内容で、生成AIサービスから出力されるリスクがあ
る。そのため、生成Aサービスに個人情報を入力等す
る際には、このようなリスクを踏まえた上で適切に判
断すること。
② 生成AIサービスでは、入力されたプロンプトに対
する応答結果に不正確な内容が含まれることがある。
例えば、生成AIサービスの中には、応答結果として
自然な文章を出力することができるものもあるが、当
該文章は確率的な相関関係に基づいて生成されるため、
その応答結果には不正確な内容の個人情報が含まれる
リスクがある。そのため、生成AIサービスを利用し
て個人情報を取り扱う際には、このようなリスクを踏
まえた上で適切に判断すること。

③ 生成AIサービスの利用者においては、生成AIサー
ビスを提供する事業者の利用規約やプライバシーポリ
シー等を十分に確認し、入力する情報の内容等を踏ま
え、生成AIサービスの利用について適切に判断する
こと。
　また、生成AIサービスを提供する業者に対して、
個人情報を提供すると、「第三者提供」の問題が生じま
す（個人情報保護法の第三者提供を行うには、あらか
じめ本人の同意を得なければならないのが原則です。
本人から同意を得ることが難しい場合には、例外規定
を活用して本人の同意なしで提供できるかどうかを検
討する必要があります）。
　なお、ChatGPTでは「API」（Application Programming 
Interfaceソフトウェアなどの一部を外部に向けて公
開することにより、第三者のソフトウェアの機能を共
有・利用できるようにしてくれるもの）機能が提供さ
れているので、APIから受信した場合は別なのかなど
様々な議論があります。

（2）著作権法について
　建築分野では、画像関連のツールを利用する場合に
問題になる可能性があるのが著作権法です。建築分野
では、建築物だけでなく、設計図書、パース、CGな
ど様々な著作物が作成されています。
　著作物に様々なものがあるうえに、著作権法に関連
する問題も多岐にわたるため、簡単に説明をしますが、

「学習過程」と「生成物の出力」に分けて考えるとわか
りやすいと思います。
　まず、「学習過程」では、著作権法第30条の4が検討
の対象になります。これによれば、「著作物に表現され
た思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させるこ
とを目的としない場合」に該当し、特に問題となる場
面は少ないと考えられます。
　「生成物の出力」の場面では「軽微利用」は許されて
いると規定されているので、「軽微」かどうかが問題に
なります。特定の著作物に依拠していると判断される
ほど、すでに存在する著作物に似ている場合などには
違反とされる可能性が残りますので、注意が必要です。
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【著作権法第30条の4】
　著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表
現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受さ
せることを目的としない場合には、その必要と認めら
れる限度において、いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。ただし、当該著作物の種類及
び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益
を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
①著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発
又は実用化のための試験の用に供する場合
②情報解析（多数の著作物その他の大量の情報から、
当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係
る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと
をいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。）
の用に供する場合
③前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現について
の人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電
子計算機による情報処理の過程における利用その他の
利用（プログラムの著作物にあつては、当該著作物の
電子計算機における実行を除く。）に供する場合

【著作権法第47条の5（本文のみ）】
　電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は
情報を創出することによって著作物の利用の促進に資
する次の各号に掲げる行為を行う者（当該行為の一部
を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つ
て行う者に限る。）は、公衆への提供等（公衆への提供
又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。）が
行われた著作物（以下この条及び次条第二項第二号に
おいて「公衆提供等著作物」という。）（公表された著
作物又は送信可能化された著作物に限る。）について、
当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度
において、当該行為に付随して、いずれの方法による
かを問わず、利用（当該公衆提供等著作物のうちその
利用に供される部分の占める割合、その利用に供され
る部分の量、その利用に供される際の表示の精度その
他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条にお
いて「軽微利用」という。）を行うことができる。ただし、
当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権

を侵害するものであること（国外で行われた公衆への
提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作
権の侵害となるべきものであること）を知りながら当
該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の
種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作
権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限
りでない。

（3）秘密保持義務について
　秘密保持義務に違反するか否かは、契約条項の内容
によるというのが基本的な考え方になりますが、明示
的な規定がない場合が多いと予想されます。
　ただ、明示的な規定が無くても、秘密情報であると
定義された情報を生成AIで利用するのは契約違反と
解される可能性が高いといえます。ただ、それが露見
する可能性は低いので、当面は問題になりにくいかと
考えます。
　いずれにせよ生成AIその他のツールを利用する場
合は、社内規定の整備が必要だと考えられます。

5　今後の展望について

　生成AIについては、利用していないことによる不
安がある一方で、すでに利用している方は、期待の大
きさと比較して、現実に業務において利用できる場面
が限定的であることによって、落胆しているのではな
いかと推察しております。
　また、上記の文献によると、生成AIについて認知
している方は多い一方で、実際に利用している方は意
外と少ないというデータもあるようなので、これから
利用を開始する方は、あまり期待しない方が良いかと
思います。
　ただ、期待してはいけないという側面もありますが、
AIツール一般の技術的なレベルは徐々に上がってい
ることは確実ですので（外国語翻訳の精度がかなり上
がっています）、私としては今後も有用なツールを探
していきたいと考えた次第です。
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